
社 労 連 第 1 2 7 号 

平成 29 年２月 23 日  

 

都道府県社会保険労務士会会長 殿 

 

全国社会保険労務士会連合会   

会 長  大 西 健 造  

（ 公 印 省 略 ）    

 

日本年金機構における健康保険・厚生年金保険５届書に関する取扱いについて 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は連合会の事業運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成 28年 12月 27日付社労連第 813号「日本年金機構における業務・

システム刷新の一部実施による社労士への通知書等の送付に関する取扱いにつ

いて」において、平成 29年１月以降の社労士への決定通知等の送付についてご

案内申し上げたところですが、連合会では、その後、健康保険・厚生年金保険

５届書（以下「届書」という。）に係る提出方法及び不備返戻時の事務取扱いに

ついて、日本年金機構本部と協議・調整を行ってまいりました。その結果、不

備返戻時の事務取扱いは、下記１のとおりとなりました。 

また、同年１月以降の届書の様式が、下記２のとおり一部変更されることに

なりました。 

つきましては、貴職におかれましては、業務ご多端の折誠に恐縮ではござい

ますが、下記２点について、貴会会員にご周知賜りますようお願い申し上げま

す。 

なお、届書の事務手続きを円滑に行うため、届書は管轄の事務センターに提

出いただくよう日本年金機構本部から協力の要請がありましたので、併せてご

周知賜りますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記 

 
１．不備返戻時の事務取扱いについて 

（１）再提出を要する不備がある場合は、届書（写）の上段右に「再提出用署 

名欄」が新たに設けられた書類（別添１）及び返戻票（別添２）が管轄の 

事務センターから社労士に返戻されること。 

（２）社労士は、返戻された届書（写）を赤字で補正し、補正した項目に押印 

のうえ、「再提出用署名欄」に社労士の署名、押印をすること。 

（３）社労士は、届書（写）及び返戻票を管轄の事務センターに提出すること。 

（４）添付書類の不足による返戻の場合は、「再提出用署名欄」への記入及び押 

印は不要となること。 

（５）補正をした届書（写）が提出されない場合、一定期間経過後に管轄の事 

務センターから届書原本及び返戻票（別添３）が社労士に返戻される。その

際は、届書原本を従前通りの方法により補正のうえ、提出すること（届書（写）

の提出は不要）。 

 

 
２．様式変更について（平成 29年１月～） 

 ○様式の上段右にバーコード欄が追加 

（１）被保険者報酬月額変更届・・・・・・・・別添４ 

（２）被保険者報酬月額算定基礎届・・・・・・別添５ 

（３）被保険者報酬月額算定基礎届総括表・・・別添６ 

（４）被保険者賞与支払届・・・・・・・・・・別添７ 

（５）被保険者賞与支払届総括表・・・・・・・別添８ 

 

以上 

（担当：業務部企画課） 
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社 労 連 第 8 1 3 号 

平成 28年 12月 27日   

 

都道府県社会保険労務士会会長 殿 

 

全国社会保険労務士会連合会   

会 長  大 西 健 造  

（ 公 印 省 略 ）    

 

日本年金機構における業務・システム刷新の一部実施による 

社労士への通知書等の送付に関する取扱いについて 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は連合会の事業運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきましては、日本年金機構が進めております、業務・シ

ステム刷新について、一部の都道府県会から平成 29年１月以降の事務取扱いに

関するお問合せをいただきましたことから、直ちに日本年金機構本部に照会及

び申入れを行いました。 

 同機構本部からは、今般の業務・システム刷新において、８桁の社労士コー

ドを使用し、社労士への決定通知等の送付を円滑に行うためのシステムが構築

される予定でありましたが、諸般の事情により、社労士コードに関するシステ

ム構築が延期になった旨の説明を受けました。 

 また、このような状況を踏まえ、同機構本部では、国民や社労士に対するサ

ービスの低下が生じることのないよう、社労士コードに関するシステムが構築

されるまでの間、社労士の提出代行・事務代理による申請等に関する決定通知

等の当該社労士への送付については、これまでと同様に社労士への送付を継続

する予定である旨の説明も受けております。 
 つきましては、貴職におかれましては、業務ご多端の折誠に恐縮ではござい

ますが、本件に関して貴会会員へのご周知賜りますとともに、本件に関する疑

義または日本年金機構に対するお問合せ等がございましたら、連合会までご照

会賜りますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

（担当：業務部企画課） 
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